
   関東学院公的研究費内部監査取扱内規 
（２０１０年２月１８日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この内規は、学校法人関東学院内部監査規程（以下「規程」という。）第 3条に基づき、関東 

 学院大学（以下「大学」という。）における公的研究費の内部監査に関し必要な事項を定める。 

 （対象） 

第２条 この内規の対象となる公的研究費は、学長裁定「公的研究費の適正な運営・管理に関する基 

 本方針」の適用を受ける公的研究費とする。 

 （監査区分） 

第３条 公的研究費の内部監査を次の各号のとおり区分する。 

 （１） 科学研究費補助金の通常監査（以下「科研費通常監査」という。） 

 （２） 科学研究費補助金の特別監査（以下「科研費特別監査」という。） 

 （３） 科学研究費補助金を除く公的研究費の監査（以下「公的研究費監査」という。） 

 （４） 公的研究費管理体制の検証（以下「機関監査」という。） 

 （監査対象等） 

第４条 前条各号に定める内部監査の対象は、次の各号のとおりとする。 

 （１） 科研費通常監査 

     大学において、科学研究費補助金の交付を受けている研究課題数の概ね１０％を対象とし、 

     その抽出は規程第 5条の監査担当者により、年度始めに構成される内部監査委員会（以下 

     「委員会」という。）が行う。 

 （２） 科研費特別監査 

     科研費通常監査の対象となった研究課題のうち、概ね１０％を対象とし､その抽出は委員会 

     が行う。 

 （３） 公的研究費監査 

     科学研究費補助金を除く公的研究費を対象とする。 

 （４） 機関監査 

     公的研究費の管理体制全般を対象とする。 

 （監査方法） 

第５条 前条に定める監査は原則として毎年実施することとし、委員会がこれを行う。監査方法は次 

 の各号のとおりとする。 

 （１） 科研費通常監査 

     各種申請書、証憑等の書類確認により実施する。監査の結果、必要に応じて研究代表者、 

     取引業者等関係者へのヒアリングを行うことができる。 

 （２） 科研費特別監査 

     各申請書類、証憑等の書類確認に加えて、物品確認等の事実確認を行い、より詳細に監査 

     する。監査の結果、必要に応じて研究代表者、取引業者等関係者へのヒアリングを行うこ 

     とができる。 

 （３） 公的研究費監査 

     科研費通常監査および特別監査に準じて行う。 

 （４） 機関監査 

     各種の書類確認に加え、必要に応じて公的研究費の管理体制に関与する関係者にヒアリン 

     グを行い、不正防止を含めた管理体制の有効性を検証する。 

２ 委員会は、監事および公認会計士と連携し、その助言を活用することができる。 

 （結果報告） 

第６条 委員会は、監査結果を管理体制の最高管理責任者である学長に報告する。 

 （監査事務局） 

第７条 監査の事務は、内部監査室が所管し、総合研究推進機構運営課が協力する。 

 （内規の改廃） 

第８条 この内規の改廃は、理事会が行う。 

 

附 則 

 この内規は、２０１０年４月１日から施行する。 


